
カスタマーハラスメントに対する
協会制定掲示物の取扱い変更について

証（代表者）

政令第 2条の 2で定める使用人

専任の宅地建物取引士

供託票

書式変更

専任の宅建士から宅建士全員に対応するよう書式変
更いたします。（令和 7年 4月 1日改正）
※現在掲示いただいております旧書式（専任の宅建
士）は破棄いただくようお願いします。
また、任意で掲示いただくようになりますので、新
書式はご希望の方のみ改正後、埼玉県宅建協会ホー
ムページよりダウンロードのうえお使いください。
※データ提供のみ、紙での販売はしておりません。
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　埼玉県宅建協会では、令和 7 年 4 月 1 日施行の業者票・従業者名簿の改正に伴い、これま
で会員事務所に義務付けていた従事者の顔写真や氏名の掲示を見直しました。
　近年、不動産業界従事者のプライバシー保護の重要性が高まるとともに、カスタマーハラ
スメントが社会問題となっています。こうした背景を踏まえ、従事者の安全確保とプライバ
シー保護を目的として、以下の 1～ 4 の項目について、掲示義務を廃止・任意化 いたしました。

近県でも上記２種の掲示物は発行していないことか
ら、顔写真や氏名を本会が掲示義務を課すのはプライ
バシー保護のため避けるべきとの判断により廃止とい
たします。（令和 7年 4月 1日改正）
※会員事務所へ今まで掲示いただいておりました、１
～２の掲示物につきましては、書式自体が廃止されま
すので、破棄いただくようお願いします。


